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労務相談

○労務相談とは？
人事・労務に関するお悩みやお困りごとに関して、過去の判例や弊会独自のデータ、

870社を超える会員様のネットワーク等のノウハウを活かし、誠心誠意ご回答いたします！

会員企業であればご利用は何度でも無料でご利用いただけます。

（弊会の労務相談の特長）

➀ 民間企業により構成される独立した団体ですので、行政や社外の専門家（弁護士、

社労士）に直接お尋ねしにくい内容も気兼ねなくご相談いただけます！

② 他では得られない、弊会独自のデータ、当地域の実例をもとにアドバイスいたします！

○誰が、どんな時に使うの？
経営者ご本人の方から実務担当の方まで、どなたからのご利用もお受けしています！

人事労務に関するご相談であれば、どんな内容でもお受けいたします！

（ご相談内容の例）

・ハラスメントなど、問題を起こ
した社員への対応をどうすれば
よいのか…

・コロナで導入したテレワークを
法令に則った適切な運用に見直
したいのだが…

担当

・再雇用社員の働きがいややりが
いを高めるための処遇や環境整備
について、相談に乗ってほしい… 社長

部長・課長

・賃金水準や諸手当の見直しに向
け、相場を調べるよう指示をも
らったけど、何を見たらよいの
だろう…

・労働法改正の対応について疑問
があるのだけど、弁護士や社労士
に相談するほどでもないよな……

○どうやって使うの？
様々な方法で相談を受け付けていますので、

最もご利用しやすい方法をお選びください！

電話

052-221-1931

メール

info@aikeikyo.com

件名に「労務相談」と

ご入力下さい

Webサイト

ＨＰ「お問い合わせ」

からご入力ください

下記の担当者が皆さまからのご相談をお待ちしています！

訪問
名古屋商工会議所ビル７階

（伏見駅徒歩５分）

※WEB会議の利用も可能

松永

労務問題に詳しい弁護士が、無料で
ご相談を随時行っております。人事･
労務問題はもちろん、企業経営全般に
関わる法律問題についても、お気軽に
ご相談下さい。セカンドオピニオンと
してもご活用いただけます。

【ご利用方法] 

左記の方法にて、ご相談概要とご希望

日時をお知らせください。

和田
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